
 

負担割合判定の流れ （2018年（平成 30年）８月～） 

 

 

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額

をいいます。 

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。 

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。 
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単身世帯  ：340 万円以上 

２人以上世帯：463 万円以上 
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生活保護受給者 

市町村民税の 
課税状況等 

年齢 本人の 
合計所得金額 

同一世帯の第１号被保険者の 
年金収入＋その他の合計所得金額 

単身世帯  ：280 万円以上 
２人以上世帯：346 万円以上 


